●申請書提出時のチェックリスト申請者記入用

※下記のいずれかに不備がある場合、申請処理の進行はできません。
　窓口にて加筆修正、または後日提出等の対応をお願いいたします。
なお、後日提出の場合は不備のない書類が提出された後に処理進行開始となります。
□書類に不足がないか？
　・必ず添付が必要なもの（□案内図　□平面図　□構造図　□保安図　□２方向以上の写真）　
　　※申請内容により別途必要となるもの（材料の仕様書・カタログ等）は事前確認願います。
　　※各書類の記載事項については、坂戸市ホームページ（右下QRコード）をご確認願います。
□平面図及び構造図に寸法（数量）・仕様（材種等）は記載されているか？
□申請者が企業の場合、代表者の役職・氏名が記載されているか？
□申請者と施工者が異なる場合、施工者に住所及び代表者の役職・氏名は記載されているか？
□工事期間末が申請許可見込みより早い日時ではないか？
　※工期を超える施工は再度同様の申請が必要となるため、余裕ある工期の設定を推奨します。
[image: ]24条申請に関する様式等は右記QRコードまたは、
https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/38/29608.htmlより確認できます。



坂戸市記入用

坂戸市道路工事施行承認（２４条申請）受付票

●申請書処理番号：No.　　　※
※申請書処理状況の問い合わせ、及び許可書等受取の際に必要な番号となります。
紛失等にご注意の上、完了まで保管願います。

【注意事項等】
・道路工事施工承認申請書の提出後、問題などがない場合は坂戸市より連絡の上「道路使用許可申請に係る同意書」を交付します。その後、警察にて所定の手続き後に警察から発行される「道路使用許可書」の写しを坂戸市に提出願います。その際、「道路工事施工承認の承認書」を坂戸市より交付しますので、以降から工事施工可能となります。
・道路工事施工承認申請書の提出より、概ね１週間程度を目安に「道路使用許可申請に係る同意書」を交付しますが、書類に不備などがあった場合は修正及び確認の完了後からの受付となるため、各書類の交付に遅延が生じます。
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